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さいたま市見沼区明るい選挙推進協議会

目的 選挙に係る啓発を効果的かつ円滑に推進し、

明るい選挙の実現を図ること。

組織 理事 区自治会連合会推薦ほか 13人(任期2年)

推進員 各自治会推薦(3人まで) 170人(任期2年)

活動 選挙時の協力、選挙時啓発

区主催･共催イベント時の啓発事業

各種研修会等への参加
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全体研修会

目的

・明るい選挙の実現と投票に参加することの大切さを学び、

推進員一人ひとりの意識の向上を図る

・各地域において明るい選挙推進運動の中心的役割を担う

人材の育成

令和4-6年｢主権者教育、投票率向上｣ 西野偉彦さん

平成30･令和元年｢時事問題｣ 石井正さん

平成29年｢政治意識｣ 松本正生市明推協会長
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本日の話題

・明るい選挙推進運動の目的

・話し合い活動

・明推協の主権者教育

・活動のモチベーション
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政治は選挙によって動く、と感じた？

2024年10月の衆院選

投票率は低かったが、政治状況に大きな変化が生まれた。

自民党･公明党の少数与党政権となり、

与野党の政策協議などが行われて政治が進められた。

2025年7月の参院選

投票率上昇、若い人の投票率も上昇した。

新興政党が躍進、多党化とも言われる状況となった。

自民党･維新の連立政権
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質問です。

・参院選の投票率が高かったことの理由(肌感覚)

・啓発活動などで、

有権者の選挙への関心の高さを感じたか

・投票立会人をして、

投票所に来る人が多いと感じたか
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明るい選挙推進運動の目的

・選挙違反をなくす

・投票総参加

・政治意識の向上

有権者がふだんから政治と選挙に関心を持ち、

候補者の人物や政見、政党の政策などを見る目を養う
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公職選挙法第1条

この法律は、日本国憲法の精神に則り、

衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の

議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、

その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて

公明且つ適正に行われることを確保し、

もつて民主政治の健全な発達を期することを

目的とする。
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公職選挙法第6条
総務大臣、中央選挙管理会、〜〜選挙管理委員会は、

選挙が公明且つ適正に行われるように、
常にあらゆる機会を通じて
選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、
特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙
に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。
1954年に常時啓発が法制化され、今年で81年になります。
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常時啓発の重要性
常時啓発事業のあり方等研究会最終報告書(総務省・2011年12月)

❍投票することは、考える機会、公的なものへの関心を持つ機会で

あるので、投票参加を働きかけることは今後とも必要であるが、

投票率の向上とともに重要なことは、投票の質の向上である。

❍これからの常時啓発は、政治意識の向上に重点を置き、常に学び

続ける主権者を育てていかなければならない。

❍常日ごろからの学習･体験の積み重ねがあってはじめて質の高い

投票行動に結びつく。
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常時啓発 ⇒ 臨時啓発 ⇒ 常時啓発⇒
①日常的に
投票方法や寄附禁止規定等の周知、政治意識の向上を図るため、
・研修会や話し合いの開催、議会傍聴などの実施、
・広報誌の発行、啓発資材の作成
・イベントでのよびかけ
・学校教育と連携して選挙出前授業

②選挙時に、最後の一押しとして、
・選挙期日、投票所等、投票方法等の周知
・投票のよびかけ
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見沼区明推協の選出母体は自治会

明推協が自治会に足場を置く意味？ 強み？

❍自治会のネットワークを活用するため、支援していただくため

❍自治会、地域での活動が民主主義の実地訓練場

・背景の異なる人たちがお互いに理解しあえるような場を、

政治的でない場所から創り出していく営みが必要

・それまでのやり方にとらわれず、

自分が正しいと思うことを提案したり、改善したり、

説得するといった小さなことから始めてみることが必要。

このトレーニングの積み重ねが、民主主義の実勢。
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自治会活動･運営の手引(さいたま市自治連合会 令和7年4月)

自治会とは

近年、ライフスタイルや価値観の変化、核家族化、少子高齢化などによ
り、私たちを取り巻く環境は大きく変わってきています。それに伴い子育
てや福祉、防災や防犯など地域社会が抱える課題も広範囲にそして多岐に
及んでいます。こうした課題は、個人の力では到底解決できるものではな
く、地域住民の一人ひとりが共通の課題と認識し、互いに手を携え地域の
力を合わせて、その課題解決に向けて取り組んでいくことが大切です。

自治会は、そこに住んでいる誰もが住んでよかったといえるような地域
社会の実現に向け、地域全体の様々な課題を解決していく場であると同時
に、住民相互のコミュニケーションづくりの中心となるものです。

また、チラシの回覧等を通じて行政からの様々な情報を地域住民に伝え
る役割を担うなど、行政との連携を進める主体となる組織といえます。
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見沼区明推協の選出母体は自治会

自治会

見沼区の自治会の数90(令和6年4月1日)

自治会加入率(世帯) 50.7％

↝自治会に加入している世帯には

明るい選挙の情報が届きやすい

↝自治会に加入していない世帯には

明るい選挙の情報が届きにくい？
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自治会の活動内容

・住民相互の連絡連携、地区内各種団体との連絡調整、福祉ボランティア活動、自治会だより発行

・環境の美化向上

・運動会や夏祭りなどの親睦交流活動

・子ども会、青少年育成会、老人会、地区体育振興会、地区社会福祉協議会、伝統文化への支援助成

・防犯、防災、交通安全など

・地区社会福祉協議会との連携、敬老会等の開催など

・行政への協力

・募金活動への協力

・自治会館の維持管理

・自治会の特性に応じた自主的な活動
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｢推進員が、日ごろからできる啓発活動｣

★話し合い活動★

17



話しあい活動(文京区)

地域の様々な集会の場などにおいて、

身近な問題についての話しあいを通して、

区民の政治や選挙に対する関心を深めていく活動

を行っています。

・毎年10月と3月を｢話しあい強調月間｣に設定

・秋に、地区別座談会を2地区に分けて開催
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文京白ばら71号(2021年3月)

｢今回のテーマである｢家庭、地域での主権者教育｣に関
し、初めに会長から、その取り組みについて、また、副
会長による自身の経験を基にしたお話から、意見交換を
行いました。

｢子どもが幼い頃から、テレビのニュースなどを取り上
げて、選挙や政治に触れる機会が作れたらいい｣

｢投票所に来ている親子連れを見ると、出前授業の効果
ではないかと感じる｣など、

様々な意見が交わされ、身近な場面での主権者教育につ
いて、改めて考える良い機会となりました｣
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話し合いで何を話題にするか

岩手県明推協｢明るい選挙推進ハンドブック｣県ＨＰに掲載

話し合いのテーマ

・投票率について

・市町村議会の動き

・町づくり、村づくりについて

明るい選挙推進員の

主な仕事

・話し合い活動とその実践

・明るい選挙思想の普及

・啓発活動への協力
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テーマ｢投票率について｣

投票率に限定せず、間口を拡げて、選挙関連のテーマ

｢投票率の現状｣

｢寄附禁止規定の周知｣

｢選挙の歴史を学ぶ｣

｢投票用紙に鉛筆で書くと消される⇔厳正な管理執行｣

ほか

口コミ

明推協→家族、地域(自治会)→
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2025年は話題豊富

普選100年
1925年に普通選挙法公布
選挙権は25歳以上の男性(納税要件撤廃)

婦選80年
1945年に女性参政権が認められた
選挙権は20歳以上の男女

18歳選挙権10年
2015年に法改正
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国立公文書館企画展 1月18日～2月22日
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ＮＨＫ歴史探偵
俳優佐藤二朗さんが探偵社を結成、歴史に挑む新感覚番組。

現場調査、科学実験、シミュレーションを駆使。

古代、戦国、幕末、あの大事件の真相に迫ります。

9月24日放映｢日本人と選挙｣
日本の選挙の歴史を徹底調査！

100年前に成立した男子普通選挙、

その第1回は投票率80％超のお祭り騒ぎだった！？

日本人が選挙とどう向き合ってきたかひもとく。

映画演説
｢政治の倫理化｣
後藤新平1926
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女性参政権80年

町会･自治会のお悩み解決講座(足立区多様性社会推進課）

｢町会･自治会の女性リーダーを増やすには？｣10月11日

Voters88号(10月20日発行)

特集テーマ｢女性参政権80年と女性の政治参画｣

山形県明推協会長の井上榮子さんのコラム
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ＭＹ争点オンライン 東京都選管サイト

選挙の際に、どのように投票先を選べばよいか

分からないという方もいらっしゃるかもしれません。

そのような場合の参考としていただけるよう、

｢ＭＹ争点オンライン｣というコンテンツを作成しました。

選挙の際に自身が関心のある争点(行政の課題)を考え、

それについて取り組んでいる政党・候補者等を

自身で調べることにより、

投票に行く際の参考にしていただくためのコンテンツです。
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テーマ｢市町村議会の動き｣

議会傍聴

新宿区明推協

議会傍聴をした推進委員が、

気づいたこと・感想を、

明推協の総会で報告。
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市議会だよりさいたま

30



31



32



地方議会が進める主権者教育

全国都道府県議会議長会のサイト
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テーマ｢まちづくり｣ ⇔自治会の多様な活動

・住民相互の連絡連携、地区内各種団体との連絡調整、福祉ボランティア活動、自治会だより発行

・環境の美化向上

・運動会や夏祭りなどの親睦交流活動

・子ども会、青少年育成会、老人会、地区体育振興会、地区社会福祉協議会、伝統文化への支援助成

・防犯、防災、交通安全など

・地区社会福祉協議会との連携、敬老会等の開催など

・行政への協力

・募金活動への協力

・自治会館の維持管理

・自治会の特性に応じた自主的な活動
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｢あだち社協｣第79号
足立区社会福祉協議会広報誌
(令和7年夏)

｢今年3月に行われた足立社協
設立70周年記念式典では、食
支援、活動支援、子ども援、
居場所づくり分野などでご尽
力いただいている43の団体･
個人に感謝状を贈呈しました。
｢10年度、足立区がこんなま
ちになったらいいな｣という
思いを皆様にお聞きしまし
た」
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地域の歴史から学ぶ 千住宿開宿400年

地すき紙問屋 横山家住宅(足立区登録文化財)

横山家は江戸時代から続く商家で、戦前まで地漉紙問屋(じすきが

みどんや)を営んでいた。

地漉紙は使い古した紙を漉き直した再生紙で｢浅草紙｣ともよばれた。

落し紙(トイレットペーパー)や着物の帯芯、呉服包紙、鼻緒紙、張

り子人形の材料などに用いられた。横山家では梅田や本木の農家か

ら漉き返した再生紙を買い入れ、日本橋方面へ売りさばいていた。
(あだち観光ネット)

⇔投票用紙リサイクル 36



見沼区誕生20周年記念号
見沼区ガイドブック
｢知って！ＭＩＮＵＭＡ｣

37



38



39



SDGsとは、2030年までに持続
可能でよりよい世界を目指す
国際目標。
17のゴール・169のターゲッ
トから構成され、
｢誰一人取り残さない｣ことを
誓っています。

さいたま市
第３期ＳＤＧｓ未来都市計画
(2025～2027)
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明推協とSDGs

論文コンクール｢わたしはこう考える｣
京都市明推協･京都市区選管の事業
中学生以上19歳未満

6年度テーマ
(１)こんな京都に住みたい
(２)ＳＤＧｓ達成のために
(３)わたしが感じる｢国際都市京都｣
(４)災害の多い国に暮らす
(５)わたしは怒っている
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話し合いの手法
どう学ぶか？

小学校4年の

国語の教科書
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中学校1年の

国語の教科書
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高校生向け主権者教育副教材
｢私たちが拓く日本の未来｣34-39頁 話合いの手法
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明推協の周りにいる方との話し合いも少しづつ

①自治会に加入しているが、明推協に加入していない

②自治会に加入しているが、明推協は知らない

③自治会に加入していない方(未加入率49.3%)

④明推協を知らない方(明推協の知名度 全国で約12％)
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｢推進員が、日ごろからできる啓発活動｣

★こども対象の主権者教育★

・選管の選挙出前授業にどう関わるか？

・地域で行われる子ども対象の事業とどう連携するか？
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主権者教育
広義と狭義

広く考えると
・主権者としての自覚を育てる

・社会とのつながりを実感させる
・主権者として思考したり、判断する力を育成する
狭く考えると
・模擬投票体験、投票参加をよびかける学習

48

主権者としての自覚
社会とのつながり

投票参加を促す



主権者教育と通底するもの

≒シティズンシップ教育、政治教育

≒小中学校での社会科、高校での公共

≒国語科(話し合い)

≒家庭科+消費者教育

≒情報科(リテラシー)

≒ＨＲ、生徒会活動、部活動

≒租税教育、財務教育、環境教育、、、

≒キャリア教育

≒リベラルアーツ

≒選挙啓発(常時啓発)
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投票だけが政治参加︖
選挙だけが民主主義の方法︖
「政治に関わり、参加する方法はさまざま。
社会のあり方や課題に関心を持ち、その課題に取り組もうとする人が、
自分に合った方法で活動」

・議会の傍聴・政治家のSNSを見る・リツイートする
・署名活動・デモ・請願・直接請求・パブリックコメント
・政党や政治家へ寄附・選挙運動に参加・立候補
・意見発信・政治活動でのボランティア活動に参加 etc
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明推協(＝地域住民)が主権者教育に参加する意味

・子どもたちが政治選挙を自分事にするためには、身近な地域課題を知ることが第一歩

自治会は、地域でさまざまな課題の解決を目指して活動している

地域(自治会)の活動が民主主義の実地訓練場

その担い手である皆さんだからこそできる内容がある。

・選挙制度の説明は、教科書に載っているので重複している。

・投票所の運営が、多くの民間人の参加で成り立っている。

投票立会人、投票事務などを継続的に担っている民間人の経験値は高い。

その担い手である明推協だからこそ伝えられる思いがある。
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｢投票日杖つき向う父の背が
子らに伝える重き一票｣

板橋区啓発誌｢明るい選挙｣

説明

卒寿(90歳)を過ぎても、投票には必ず行っていた父です。

ゆっくりと踏み締めながら歩く姿に、

一票の大切さを教えられました。
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｢推進委員としてできること｣
こうとう推進委員だより57号(江東区)から

「推進委員として、政治をもっと身近に感じられるように、

政治によって経済や生活がどのように変わるのか、

興味を持てない人に伝えられればいいと思っている」
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埼玉県｢こどものこえアンケート｣
令和7年度第2回、10月、対象2,382人(未就学児･保護者～高校生)

保護者と一緒に投票所に行ったことがある74.6%

行ったことがない 25.4%

ある+将来選挙権をもったら必ず投票に行く 53.2％

ない+将来選挙権をもったら必ず投票に行く 26.6％
※小中高校生

投票所に行った経験がある場合は、

将来は投票に行こうとする意識が高くなる傾向がある。
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明推協の選挙出前授業への関与の形はさまざま

・多摩市 推進委員が候補者役として演説

・港区 推進委員が選挙の意義(体験談)を話す

・矢巾町 推進委員が生徒の小グループでの話合いに参加

・品川区 推進委員が学校を訪問して実施校開拓

推進委員が当日の司会進行、クイズや質問に回答

・塩竈市 推進委員(教員OB)が授業の構成を考え、学校と打合せ

品川区、練馬区、新宿区ほか

学校公開日や授業参観日に実施、保護者も模擬投票に参加し、

子どもと大人の投票先選択を比較する。下校時や家庭での会話を期待。
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子どもが参加する地域イベントとの連携

・地区まつりで

選挙出前授業の様子を報告 新宿区明推協

・放課後子ども教室 桑名市選管、福井市選管

・こども食堂 岐阜県の若者啓発グループ

・地域で紙芝居 練馬区明推協
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見沼区明るい選挙啓発ポスターコンクール
令和7年度入選作品展

日時 令和8年1月22日(木曜日)

～1月29日(木曜日)

午前8時30分～午後5時15分

※閉庁日を除く。

場所 見沼区役所1階ロビー

→孫に、ご近所さんに、PTAに、、、

｢見に来てください!｣

58



ある市区町村明推協の研修会での、会長の挨拶から

｢目的｣

現在や将来の主権者への啓発、

選挙で選ばれた代表者への見守りとともに、

我々自身の成長につなげたい。
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｢基本姿勢｣

明推協の活動はまちづくりであり、

地域の住民として歴史や文化を

発展させていく方々がコアになる。
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｢活動の進め方｣

積極的に具体的な案を出し合い、

一緒になって道筋を見つける。

年代別、地域別の状況に応じて推進し、

活動がより高いレベルになることを

目指したい。

61



｢実力の養成｣

明推協活動への参加で、自分の人生が

豊かになるようにしていきたい。

そのための多彩な研修会などを開催したい。

裾野を広げ、大いに人生の充実に資する

研修を目指したい。
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ここについては、私はこう思う。
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